
表III-4-1 研 修 牧 場 の 受 入 ・研 修 体 制

(出所:研 修牧場資料)
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表III-4-2 研修牧場の年間スケジュールおよび講義 内容

注)講 師 は一例である.

(出所:研 修 牧場 資料)
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て,酪 農 は 常 に トラブル対応 だ とい うこ とが よ くわ か った」 とコメ ン トして い る。

4-2-2 研修牧場の受 け入れ実績

研 修 牧場 の研 修 生受 け入 れ 実績 につ いて は,表III-4-3に 示 した。1997年 に夫 婦5組

(10名)+独 身者2名,1998年 に7組(14名),1999年 に4組(8名),2000年 に6組

(12名),合 計22組+独 身者2名 を受 け入れ て い る。 この うち,夫 婦2組 と独身 者2名 が

研修途中で退所 している。研修牧場の当初の予定では独身者 も受 け入れていたが,現 在は

夫婦のみ の受け入れ となっている。 この中で研修後 に独立 して営農 を開始 したのは,1998

年2組,1999年3組,2000年5組 の合計10組20名 であ り,2000年10月 現在10組20

名が研修中である。

現在研修 中の研修生20人 のプロフィールを見 ると,研 修生の出身地 は北海道か らか ら九

州までバ ラエティに富んでいるが,関 東地方が12人 と最 も多 く,地 元北海道 出身は1人 に

過 ぎない。また農業経験については,9名 が酪農実習などの経験があるが,9名 は経験 がな

いまま研修牧場に入所 している(「 その他」の2名 の うち1名 は競争馬生産の実習経験 があ

り,も う1名 は農協職員出身である)。 年齢は,20～30歳 代が大半である。

表III-4-3  研修牧場の研修生の概要

(注:表 示のないものの単位は人)

(出所:研 修 牧場 資料)

4-2-3 研修牧場の事業収支

研修牧場の事業収支は,牧 場部門(生 産部門)と 研修管理部門に分 けられている。 平成

11年 度 までの事業収支の推移については表III-4-4に 示 した。 これ によると,牧 場部門

の収支はプ ラスであるが,研 修管理部門はマイナスであ り,全 体の収支は赤字 となってい

る。研修管理部門の赤字は主に研修生への給与支払 による(研 修生1人 あた りの年間給与

は156万 円であ り,20人 の研修生を引き うけた場合,総 額3,120万 円 となる)。 この不足

額 の補填は生産部門については町2分 の1,JA2分 の1,研 修管理部 門については町3

分 の2,JA3分 の1の 割合 で負担す る(各JAの 負担は組合員数に比例 して配分 され る)。
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表III-4-4 研 修 牧 場 の 収 支 計 画 と実 績 の 推 移

(出所:研修牧場資料)

4-3 研修 牧場修 了後の継承 システム

別海町は戦後開拓地域 とい うこともあ り,農 外か らの新規参入者 の受け入れ数は多い。

同町が 「新規就農者」 と分類 してい る者(他 地域か らの移転就農者 も含む)は,1989年 か

ら1999年 まで毎年1～12戸 を数え,合 計で42戸 の新規参入者が存在 している。 この42

戸の うち,24戸 は リース農場制度 を利用,残 りについて も地域畜産活性化パイ ロッ ト事業,

農地保有合理化促進事業な どの何 らかの事業に乗って就農 を果た している。

4-3-1 別海町における経営継承システム

研修牧場 における研修が修了 した就農希望者 は,各JAに よる支援 の下,(1)離 農跡地への

就農,(2)離 農予定農場において農場譲渡を前提 とした引継 ぎ研修(リ レー方式),(3)酪 農ヘ

ルパー として待機 ，のいずれかのパターンに分かれ る(図III-4-1) 。(1)および(2)は,独

立が可能であると判断 された就農希望者が とるルー トであ り,住 宅 ・農地 ・施設 をセ ッ ト

に して取得す るものである。現状では(1)が主な就農ルー トとなってお り,毎 年各JAが 当該

地 区の酪農家に より構成 される地区協議会 の承認 を経 て,離 農跡地を 「就農候補地」 とし

て ピックア ップ している。(2)の リレー方式 は,離 農 予定者が離農前に新規就農 予定者 と一

定期 間引 き継 ぎ研修を行 うことで,農 場 の有形資産お よび無形資産の円滑な継承 を図るも

のである。平成10年 にスター トした町単事業(酪 農経営 リレー円滑化事業)で は,「後継

者 のいない高齢の酪農経営者が当該農場 を継承 させ ることを前提に,新 規就農希望者 を実

習生 として受 け入れ飼養管理な どの指導 を行 う場合」に当該酪農経営に対 し指導奨励金を

交付するこ とで,リ レー方式の普及を図っている。 これは,新 規就農者が実際に営農 を行

う農場で前経営者か ら営農上のノウハ ウを引継げること(無 形資産の継承),ア イ ドル期間

がないため施設の傷みが少な く補修の必要が減ること(有 形資産の円滑な継承) ,当 該農場

に慣れた経産牛 を引き続 き搾乳することで就農直後か ら収入が得 られ ることな どのメ リッ

トがあるが,実 績 は1件 のみである。 なお,(3)の パ ターンは,3年 間の研修修 了後 も引き

続 き研修が必要 と思われ る者のルー トであるが,現 在までに該当者はいない。

図III-4-1 別海町における経営継承システム概念 図
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4-3-2 経営継承の支援制度

経営継 承に対す る支援制度 としては,離 農者側 については既述の リレー 円滑化事業があ

るが,後 継者側,特 に新規参入者に対する支援制度 としては以下の ものがある。

まず第一 に、新規就農者は一定の経営規模 に対応 した資金を調達す る必要が生 じるため,

北海道農業開発公社 による 「リース農場制度」の積極的導入 を図っている。

リース農場制度は1982年 よりスター トした事業であ り,主 に酪農を対象 に離農者の農

場 ・施設な どを公社が一括取得 し,整 備 した後 に新規参入者な どに リース し,経 営が安定

した後 に売 り渡す ものであ る。 この制度 の対象 となるのは,(1)2年 以上の経験 と旺盛 な営

農意欲,(2)年 齢(20歳 か ら40歳 くらいまで),(3)自 己資金(公 社の内規では酪農の場合600

万円),(4)経 営規模(当 該地域 における平均経営規模以上),(5)地 域の協力体制,の5つ の

条件 を満 た した新規就農者である。 この制度 の適用 を受けた場合,公 社 は離農者か ら農地

と施設,機 械,な どを取得 し,新 規就農者 に貸付 を行 う。貸付期 間は5年 以内であ り,貸

付終了時 に売渡 を行 う10。

別海町独 自の施策 としては,「 新規就農者等対策事業」がある。 この事業は,新 規就農者

が経営基盤 の確 立 ・強化を図 る場合 に300万 円の助成金を交付するものである。 この資金

交付 の対象 となった事例は,1989年 か ら1999年 まで47件 を数える。また,こ の他 に200

万円の無利子資金の貸付 も行っている(5年 後に償還)。 これ らの資金 の使途は経営費に限

定 されてい る。 また,新 規就農者 が農業改良資金を利用す る際の信用力を補完す るため,

1997年 に 「青年農業者融資円滑化事業」を創設 している。 これは,新 規就農者が 「青年農

業者等育成確保資金」 を借 り入れ た際の連帯保証人が代位弁済 を行 った場合,JAが その

80%を 助成金 として交付 し,町 は助成金を交付 したJAに 対 し,そ の2分 の1を 補填す るも

のである。実績 は現在の ところ1件 である。

なお,就 農資金 に関 しては,研 修牧場か らの研修手当とは別に,道 か ら借 り入れ ること

ができる研修資金がある。 この資金は一人あた り年間180万 円支給 され,5年 間の就農 を

条件に償還が免除 され る(上 限300万 円)が,研 修牧場はこの資金 を就農時の準備資金 と

して運用す るよう指導 してい る。夫婦2人 で2年 間の研修 を行 った場合,こ の資金 は720

万円 とな り,こ れに 「就農準備資金」400万 円(夫 婦各200万 円ずつ)の 借 り入れ を合わ

せ1,120万 円の準備資金が確保 できる。

4-4 別海 町にお ける継承 システムの展望

4-4-1 リレー方式の失敗事例

上述のよ うに,研 修牧場 を中心 と した経営継承 システムを確立 してい くためには,離 農

跡地 に加 え,離 農予定農場 にて離農者か ら農場運営のノウハ ウを引き継いだ上で移譲 を行

うリレー方式 を拡充 してい くことが必要 となる。JAべ つかい内の後継者未定農場への意

向調査 によれば(配 布29戸,回 収10戸),半 数の経営者が 「自分の農場のことは良 く分か

っているので,移 譲相手か ら求め られれ ばいろいろ と教えてあげたい」 とい う項 目に対 し

て 「そ う思 う」 と回答 している(図III-4-2)。 また,研 修牧場研修生への意向調査にお

いても(研 修生20名 全員対象),45%の 研修生が 「今まで農場を経営 していた人は,そ の

農場 に固有の知識が豊富なので,研 修でそれ を学びたい」 とい う項 目に対 し 「非常に思 う」

もしくは 「思 う」 と回答 している(図III-4-3)。 つま り,経 営者側 ・継承希望者側双方
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図III-4-2 後継者未 定の経営者 のリレー方 式への意 向
(JAべ つかい内 の経営者29人 へ のアンケー ト調査 による:回収10)

図III-4-3 研修牧場研修生のリレー方式に対する意向(「今まで農場 を経営してい
た人はその農場に固有の知識が豊富なので、研修 等でそれを学びたい」という項目に

対する研修牧場研修生の回答)
(研修生に対するアンケート調査による:サンプル数20)
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ともに リレー方式への期待 が高いといえる。

しか し,リ レー方式には問題 点がないわけではない。 リレー方式は、I氏 とS氏 の継承事

例 をヒン トに事業化 され たものであるが,こ の事業の対象 になったのは1件 だけであ り,

その事例 も3ヶ 月間で中断 している。以下はJA担 当者か らの聞き取 り内容である。

中断事例 では,1998年11月 にJAが 管内の経営者X氏 か ら 「今年いっぱいで離農 した

い」 と相談を受 けた ことか ら始まった。該 当経営には後継者 がいないため,JAは 該 当地

区の協議会 の同意を得て該 当経営 を 「新規就農候補地」と した。 また,経 営者 にも新規就

農者が入 った場合,引 継 ぎ指導を行 う旨を打診 し,了 承 を得た。一方で研修牧場の研修生

の中に,研 修牧場 に入る前 に数年間の実習を経験済みのY夫 妻がお り,彼 らな らば営農 に

支障はない と判断 し,就 農 を打診,就 農 したい旨の意向を得た。そ して,同 年12月 に経営

者X氏,新 規就農者Y夫 妻,JAの 三者で協議 を行い,(1)リ ース農場制度 を利用 して経営

移譲 を行 う,(2)経営者は12月 末で近隣に転居,新 規就農者が転入す る,(3)引継ぎ研修を1999

年1月 に開始 し,リ ース事業の認可見込みの9月 末に終了する,の3点 で合意に至った。

この計画に沿い,1999年1月 か らX氏 とY夫 妻の間で引継 ぎ研修が開始 された。しか し,

同年3月 にはX氏,Y夫 妻双方か らJAに 対 して 「引継 ぎ研修 をやめたい」 と相談がもち

かけられた。その理 由についてX氏 は,「Y夫 妻は,実 習 ・研修が豊富でそれな りの技術や

知識を持 っている。 自分が教えることはあま りない。 自分のや り方 と最近のや り方 は違 う」

と語 り,一 方のY夫 妻は 「X氏 は堅実な経営を していて尊敬できるが,昔 かたぎの ところ

があ り,自 分達の感覚 とは合わない。真剣なのはわかるが,牛 舎に入 るのは 自分達 より先,

出 るのは自分達 よ り後で,監 視 されている気がす る」 と述べた。また,引 継 ぎ内容 に関 し

て も,Y夫 妻 は 「分かっていることばか り教え,分 からない ことは教 えて くれ ない」 と言

い,一 方のX氏 は 「どこまで理解 してい るのか分か らない」 と述べた とい う。

JAの 担 当者は,両 者 の調整 を試みたが,結 局両者 の希望 どお り3月 末で引継 ぎ研修を

打ち切った。そ して,4月 以降はY夫 妻が経営者 とな り,リ ース農場制度の認可が下 りる

までの半年間の賃借料 として,Y夫 妻がX氏 に譲渡価格の5%を 月割 りで支払 うこととな

った。

上記 の決定で事態は収拾できたかに思われたが,Y夫 妻 がX氏 か ら引き継いだ乳牛に乳

房炎が発生 したことで さらに問題 が長引 くこととなった。それ までの経緯 か らY夫 妻はX

氏が乳牛に 「欠陥」があると知 りなが ら不 当な価額 で譲渡 し,JAも これ に加担 したので

はないか と疑いを持つよ うになった とい う。

JAは これを否定 してお り,担 当者 は,「Y夫 妻はX氏 との引継 ぎ研修が不調に終わった

ことで,近 隣の酪農経営者 との関係 も悪化 し,乳 牛の不調 に気づいても頼 るところがな く,

牛の症状が悪化 して しまったのではないか」 と話 している。

4-4-2 リレー方式と継承 当事者の個性

以上の失敗事例 は,オ ープンシステム下における第三者継承には,個 性 の関係性が重要

とな ることを示唆 している。 そこで,リ レー方式への意向 と個性の関係性 について,FF

S理 論 を用いて分析を試みた。調査対象 は,リ レー方式への意向を調査 した後継者のいな

い酪農経営者9名 と研修牧場の研修生20名 である。

表III-4-5は,FFS得 点の概況を見た ものだが,平 均値で見る と,双 方 とも凝縮性

得点よ り受容性得点が高く,ま た拡散性得点よ り保全性得点が高 くなってお り,同 質的な
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表III-4-5 後継 者 の いない経 営 者 および研 修 生 のFFS得 点

(2000年10月 調 査)

図III-4-4 研修牧場研修生の凝縮性得点と前経営者の熟練に

対する評価の相関(アンケート調査による)
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個性 を持つ傾 向がみ られる。

次 に個性 とリレー方式への意向との関係 についてみたのが,図III-4-4か ら図III-4
-6で ある

。まず図III-4-4は,研 修牧場研修生の凝縮性得点 とリレー方式への意向(「今

までその農場 を経営 していた人はその農場固有 の知識が豊富なので研修な どでそれ を学び

たい」 とい う設 問に 「非常に思 う」 と回答 したものを5点,「 思 う」4点,「 どち らで もな

い」3点,「 あま り思わない」2点,「 全 く思わない」1点 として,こ れを前経営者の熟練

に対す る評価 とした)の 関係 をプ ロッ トした ものである。凝縮性得点が高 くな るにつれ,

前経営者の熟練 を引き継 ぎたいとす る意 向が強 くなるが,凝 縮性得点が さらに高まると,

逆に前経営者 の熟練に対する評価 が下がることがわかる。 これ は,適 度な指導力 を持つ者

は,前 経営者 の熟練継承に期待す るが,さ らに高い指導力 を発揮 しようとす る者 は,前 経

営者 の熟練への期待度 が下がることを意味 している。

図III-4-5は,研 修生の保全性得点について図III-4-4と 同様にみたものであるが,

保 全性得点が高いほ ど前経営者の熟練へ の評価が高まる。 これ は,協 調性が高いほど,前

経営者の熟練継承への期待が高まることを意味 している。

図III-4-6は,後 継者のいない酪農経営者 について,「 自分の農場の ことはよく分かっ

ているので,求 められれ ばいろいろと教えてあげたい」 との設問に,「 思 う」 と回答 したも

のを5点,「 まあまあ思 う」4点,「 どち らで もない」3点,「 あま り思わない」2点,「 思

わない」1点 と得点化 し,こ れを リレー方式への意 向として経営者 の受容性得点 との相関

につ いてみたものであるが,受 容性得点が高いほ ど,リ レー方式への意向が高 くなってい

る。 これ は養育的な経営ほ どリレー方式に肯定的であることを示 している。

以上の結果 は,サ ンプルサイズが小 さく,そ のまま一般化す ることはできないものの,

継承 当事者 の個性 によ りオープンシステ ムとしての リレー方式への意向が規定 され ること

を示 している。

4-5 別海 町にお ける継承 システムの課題

以上みてきた よ うに,別 海町では研修牧場を中心 とした継承 システムを稼動 し始めてお

り,リ レー方式が定着 していないなどの問題 を抱えているものの,一 定の成果 をあげつつ

ある。別海町の継承システムがよ り確立 してい くためには,以 下の点が課題 となる。

4-5-1 研修牧場の運営

研修牧場 の収支状況 をみると,当 初計画に比べ順調な運営を行っているといえるが,研

修生への給与支払い総額が大きいことか ら赤字決算が続いている(表III-4-4)。 研修牧

場 は酪農経営者の育成機 関 としての役割 を果た してお り,そ の赤字 も費用 とい うより投資

の色彩が強 い。 したがって,研 修牧場が教育 ・育成機能 を果 た しつつ,い かに効率的な運

営 を行ってい くかが課題 となる一方で,こ の費用は継承 システムの運営 に必要 なもの とし

て,そ の負担のあ り方 も含 め,研 修牧場の ような機関の適正規模 は どの くらいの大き さな

のか,具 体的 には市町村単位 なのか,郡 単位な どのよ り広域的な範囲なのかを考えてい く

必要があろ う。

4-5-2 就農候補地の確保

別海町にお ける継承 システムは,研 修修了者がスムー スに就農 できるよ うに,離 農跡地

もしくは離農予定地を継続 して確保す る必要がある。現在は町内の離農跡地が少な くない
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図III-4-5 研修牧場研修生 の保全性得点と

前経営者の熟練に対する評価の相関
(アンケート調査による)

図III-4-6 後継 者 の いない酪 農 経 営者 の 受容 性 得 点

とリレー方 式へ の意 向(ア ンケート調査による)
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ため,研 修修 了者 への就農候補地 の斡旋は順調に進んでいるが,今 後 も継続 して就農候補

地 を確保す るためには,農 場毎の後継者確保状況,離 農予定状況な どについての情報を把

握 し,酪 農経営者が単に離農す るのではなく,次 代 に 「継承」す るよ うに啓蒙を図ってい

くとともに,こ の点か らも継承システムにとり適正規模すなわち適正な地域的範囲を どの

ように捉 えるべきなのかを考えてい く必要があろ う11。

4-5-3 無形資産継承の役割分担

研修牧場での研修後離農跡地方式 で就農 したある経営者 は,研 修牧場の制度について,

就農希望者 に就農への道を示す ことができる点 を高 く評価 してい る一方で,自 身の経験か

ら3年 とい う研修期間で新規就農者が 自立す るのは厳 しい面 もあると指摘 している。 さら

にこの経営者は,3年 間の研修 が終わる頃には相応の 自信 がつ くが,酪 農経営 の 「怖 さ」

を体験 していないとい う点で最 も 「失敗の危険が高い」時期だ とコメン トしている12。 し

たがって,研 修牧場修了後 も何 らかの経営的なサポー トが必要 となるが,こ こで最 も有効

だ と考 えられ るのが,リ レー方式などに見 られる前経営者の役割である。

既述の よ うに,農 業経営における経営者機能遂行 に必要な熟練は,農 場特殊度の違い と

継承 困難度 の違いによって,そ の獲得の方法に大きな影響 を与える。研修牧場は,農 場特

殊度 の低 い一般的な熟練や継承困難度 が高 く自ら獲得 しなければな らない熟練 の養成 に向

いている。一方で,リ レー方式の よ うな継承 当事者間の継承 においては,農 場特殊度が高

い熟練や継 承が比較的容易な熟練を継承す ることができる。 このことは,先 に挙げた よう

に 「研修牧場 では酪農 はルーチ ンワー クだと思 っていたが,酪 農経営の実習で初 めて これ

が常に トラブル対応 であるこ とが分かった」 とい う研修牧場出身者 のコメン トにも表れて

いる。継承 システムをよ り確固たるものにす るためには,研 修牧場 と既存経営者の持つ無

形資産継承の機能をいかに組み合わせ るかが課題 にな るといえる。

5 小 括

本章では,我 が国におけるオープ ンシステムのフィージビリテ ィと家族経営における無

形資産継承 メカニズムの分析 を行 った。

オープンシステムの フィージ ビリティについては,認 定農業者 のアンケー ト調査結果か

ら,特 に大規模経営においてその潜在的可能性 が高いが,第 三者継承の二事例の分析 によ

り,前 経営者 と新経営者 との関係性 が重要 になることがわかった。 これは4節 で取 り上げ

た リレー方式の失敗事例か らも読み取 ることができる。経営者 と継承希望者は ,経 営継承

をめ ぐる利害関係 があるだけでな く,両 者 が一定期間営農を しなが ら引継ぎを行 う過程は ,

自分 の経営に対 し誇 りや愛着 を持つ経営者 と,経 営開始にあた り自分のスタイル を確立 し

たい と願 う継承希望者 との 「協調」 と 「闘い」の場で もある。オープンシステ ムのフィー

ジ ビリテ ィを高めるためには,継 承当事者 の個性 をいかに把握 し,こ れ に対処するかが重

要なポイ ン トとなる。 アンケー ト分析でみたよ うに,す べての継承 当事者が引継 ぎ研修 に

代表 され るよ うな無形資産の継承を望んでいるわけではな く,場 合によっては,前 経営者

の離農直後に,新 しい経営者が就農 し経営 を開始す る 「離農跡地」方式の方が有効である

とも考 えられ る。 この場合,無 形 資産を継承できない分,経 営展開が不利 になることもあ

りうるが,最 終的 にこの判断 を行 うのはあ くまで継承 当事者である13。 経営者が望んでも
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継承希望者側が望まなかった場合,あ るいは継承希望者側 が望んで も経営者が望まなかっ

た場合 は,無 形資産 の継承 は行われ ない。

継承 され る無形資産の中身については,技 術分野の中でも特に作業体系が重要な無形資

産 として位置付 けられてお り,こ れに加えて稲作では,圃 場 ごとの 「クセ」,酪 農 では 「牛

舎のクセ」,「牛の クセ」な どの農場特殊度の高い熟練 が継 承 され ていた。 さらに,稲 作事

例 でみた ように,「 暮 らし方」や 「集落 との付 き合い方」,酪 農 でみたよ うに 「営農 と生活

のバ ランス」,「経営 ビジョン」 といった幅広い情報の継承 が行われていた。無形資産は抽

象的な概念であ り,具 体的な事象を指す ことは難 しいが,多 少 な りとも具体例を示す こと

ができたのは,本 章の一定の成果であるといえる。

次代の経営者が農業経営を確 立 していくためには,酪 農事例で見た研修牧場の よ うな教

育機関の役割 と前経営者 の役割 の両方が重要であ り,両 者 が どのよ うな役割分担によ り次

代の経営者 を育成 していくかが課題 となる。 これ に関連 して考慮 しなければな らないのは,

研修牧場の適正規模の問題 である。研修牧場運営に要す る費用は経営継承 を円滑化す るた

めに不可欠の ものであ り,そ の費用負担 のあ り方 も含 め,研 修牧場のカバーする地理的範

囲の適正規模 を考えていかなけれ ばな らない。 また,従 来見落 とされがちであった前経営

者 の役割 を どう生か してい くか も重要な論点である。米国アイオ ワ州の事例 と異な り,我

が国の経営継承のケースでは,有 形資産は各種支援制度 を活用 して円滑に後継者側 に継承

す ることが可能であるため,有 形資産は後継者側 に移転 され る一方で,経 営者側 はいわば

ボランテ ィアベースで無形資産継承 を行 う形になっている。 これは ,無 形資産継承が失敗

した場合 に 「退場」す るのは前経営者であることを意味 してお り,我 が国の経営継承 に関

す る各種制度 は,有 形資産継承には有効 に機能 しているが,対 照的に無形資産継承を難 し

くす るものであるといえる。無形資産継承を円滑化 させ るためには,有 形資産継承のあ り

方 を多様化 し,無 形資産継承をよ り円滑 に行 うことが出来 るよ うな有形資産継承の方式を

確立 してい く作業 も重要 となろ う。

本章で取 り上げた二事例 とも,マ ッチングのきっかけは偶然的要素が強い。アイオ ワの

事例では,フ ァームオンシステムはマ ッチングの 「場」を提供す るものであったが,別 海

町の事例 は,就 農希望者が一定程度の熟練 を獲得す る 「場」(研 修牧場)は 設定 されている

ものの,実 際の就農 は離農跡地が中心であるため特殊熟練獲得の 「場」は構築中であるし,

マ ッチングの 「場」 はいまだ設定 され ていない。 この 「場」をいかに確立するか,ま た,

その 「場」 はアイオワ州の よ うに仲介者の影響力 を極力排 除 した形にす るのか,仲 介者 が

積極的 に介入す る形 にす るのかが今後考 えなけれ ばな らない課題 となるだろ う。

なお,以 上の議論は,も っぱら第三者継承を対象 に行ってきたが,親 子間継承で も根本

的にはなん ら変わ らないと考 えられ る。親子間継承 の場合は,有 形資産継承に 「相続」 と

い うオプシ ョンが入 るが,特 に個性の関係性については,親 子間継承において も,「継承す

る予定で子弟が就農 したが,親 との ソリが会わずに出て行った」 とい う事例 は数多 く見 ら

れ,む しろ親子間継承においてこそ注 目す る必要がある といえよ う。

1 [イン(1996)]に よれば
,リ サーチ戦略においてケースス タディを選択す る有力 な論拠 の一つ に,

それが 「決定的 なケー スである」 こ とがあげ られ る。
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2  本調査 の対 象は55歳 以上の経 営者 であ り,「 子供がまだ小 さい」 などの理由は考 えに くい。
3  本事例 につ いては,[内 山(1998a)]に お いても取 り上げている。
4  T氏 は 自己資金300万 円を準備 し,保 証人 を立てなか った。
5  T氏 は,結 果的 には株数 を減 ら して も収量は変 わ らなか った とい う。
6  乳 牛はI氏 が飼養 していた ものを買い取っている。
7  [佐々木(2000)]を 参照 した。
8  I氏 によれ ば,経 営不振 の経営者 でも 「いい技術 をもっている ものも少な くない」 とい う。
9  「日本型畜産経営継承システム検討委員会報告」によれば,「離農者の住居確保」もオープン
システ ム実現 のための課題 となっている。
10  リー ス農場制度 につ いて詳細 に分析 した もの と して[内 山(2000)]が あ る。
11  別海町の南隣に位置する浜中町でも同様の研修牧場があり,設 立は浜中町の方が古い。
12  本章2節 のT氏 の事例においても,T氏 は4年 目に最も厳 しい収穫結果を経験 してお り,偶
然の一致 とはいえ興味深い指摘である。
13  実際に別海町内の離農跡地に就農 したある新規就農者は,「引継ぎ研修を受けると前の経営
者のや り方 に規 定 され て しま うが,そ れ を知 らないで就農 した場合は,前 経営者 のや り方 に とら

われ るこ とな くゼ ロベ ースで営農ス タイル を組 み立て られ るので ,離 農跡 地の方が よい」とコメ
ン トしてい る。
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